
秘密保持契約書

牟岐町（以下「甲」という。）と株式会社●●●●●●●●（以下「乙」という。）は、「牟岐町新庁舎ネットワーク構築業務」に係る企画提案への参加にあたり、甲が乙に開示する秘密情報の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。
（秘密情報）
第１条　本契約における秘密情報とは、甲が乙に対し秘密である旨を明示して開示する情報をいう。ただし、次の各号に該当するものを除く。
（１）開示時点で既に公知であったもの。
（２）開示後、乙の責めによらず公知となったもの。
（３）開示前から乙が正当に保有していたもの。
（４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの。
（秘密保持義務）
第２条　乙は、秘密情報を厳重に管理し、甲の書面による事前承諾なく、第三者に開示・漏えいしてはならない。
（目的外使用の禁止）
第３条　乙は、秘密情報を本業務の企画提案に必要な検討以外の目的に使用してはならない。
（複製の制限）
第４条　乙は、秘密情報の複製を必要最小限にとどめ、複製物についても本契約に基づき管理するものとする。
（返還・廃棄）
第５条　乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲の指示に従い、秘密情報（複製物を含む）を速やかに返還または廃棄するものとする。
（１）甲から返還または廃棄の要求があったとき。
（２）本業務の受託候補者に選定されなかったとき。
（３）本契約が終了したとき。
（損害賠償）
第６条　乙は、本契約に違反して甲に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
（有効期間）
第７条　本契約の有効期間は、契約締結日から１年間とする。ただし、第２条から第６条の規定は、本契約終了後も５年間有効に存続する。
（紛争の解決）
（様式第３号）
第８条　本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本契約に関連する紛争が生じた
場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。
（合意管轄）
第９条　本契約に関する紛争については、徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。


令和●●年●●月●●日

甲　　住　所　徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村７－４
氏　名　牟岐町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牟岐町長　枡富　治

乙　　住　所　徳島県徳島市●●●●
氏　名　株式会社●●●●●●●●
両面印刷して提出してください。

